
排泥池清掃業務委託 仕様書 

 

第１章 総則 

 

１ 目的 

    本仕様書は、排泥池清掃業務委託（以下「業務」という。）を円滑に実施するた

め、契約書に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。 

 

 ２ 業務の場所 

    業務の場所は次のとおりにする。 

     宇津台浄水場  大仙市大曲西根字宇津台１３５－１０ 

南外浄水場   大仙市南外字西野１３９ 

 

 ３ 履行期間 

    令和７年５月１日 から 令和７年１２月１９日 まで 

 

 ４ 有資格 

    業務に必要な資格は次のとおりである。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条第１項

に規定する収集運搬業の許可及びそれに必要な運搬車両を有していること。 

 

 ５ 使用車両 

    大型強力吸引車両 最大積載量 ５ｔ以上 

             風量及び吸引力７０㎥／ｍｉｎ以上 

 

高圧洗浄車    積載水量 １，８００Ｌ以上 

             圧力 １５ＭＰａ以上 

             水量 ５０Ｌ／ｍｉｎ以上 

 

第２章 業務の内容 

 

１ 業務概要 

    宇津台・南外浄水場排泥池内の機器・壁面の洗浄及び底部に溜まった汚泥等を汲み

取り、発生した汚泥等の搬出運搬を行うもの。 

 

 ２ 実施時期 

    宇津台浄水場は５月、９月及び１２月、南外浄水場は１０月に実施すること。 

 

 



 

 ３ 業務日時 

    清掃作業の日時及び１回の作業に要する日数は、監督員と事前に協議し、浄水場の

運転に支障のないように調整すること。 

 

 ４ 汚泥等の処分 

    清掃時に発生する汚泥等の運搬は業務に含むが、処分費は業務に含まない。なお、

運搬先は次の施設とする。運搬の際は、事前に連絡調整を行うこと。 

 

     施設名  豊興産（株）中間処理センター 

     住 所  秋田市新屋町字関町後２３２－１ 

 

 ５ 法令等の遵守及び安全の確保 

受託者は、作業にあたり関係法令を遵守するとともに、労働災害及び公衆災害等の

防止に必要な措置を講じ、常に安全管理に努めること。 

資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者が従事すること。 

 

 第３章 その他 

 

 １ 疑義等 

    本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、必要に応じて協議し定めるこ

とにする。 


